
  

 

 

中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金（再募集）のご案内（募集期間 9/1～10/29） 

◆事業の概要 

八戸市中心市街地活性化基本計画に掲げる「来街者を増やす」「商店街の活力を回復する」などの目標達成 

に資するため、空き店舗・空き床の改装工事等に要する経費の一部について、補助金を交付します。 

◆補助の要件 

区  分 要   件 

１ 補助対象とな
る空き店舗・空

き床 

中心商店街のうち、次に掲げる要件を満たすもの。 
(1)市中心商店街のうち特定の道路及び範囲に面した店舗若しくは事業所又は建物内の各
フロアの空き床（裏面参照） 
(2)3 ヶ月以上継続して利用されていないもの。 

２ 補助対象者 空き店舗・空き床に新規に店舗等を出店する事業者 

３ 補助対象事業 空き店舗・空き床に新規出店するにあたり、改装工事を行うものであること。 

４ 補助対象経費 
内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン、電気・照明工事等に要する経費並びに
建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費（商品陳列棚、店舗看板等で建物に
固定されるものを含む。） 

５ 補助金額 
補助対象経費の３分の１以内の額（上限 5,000 千円）。千円未満の端数は切り捨て。 
※予算の都合により、全ての希望者に補助金が交付できるとは限りませんのでご了承ください。 

６ 主な要件 

(1) 空き店舗・空き床に新規出店するに当たり、改装工事を行うものあること。 

(2) 空き店舗・空き床に新規出店する際の店舗等の延床面積が原則として 100 ㎡以上であり、

かつ、店舗等において従事する労働者が３名以上であること。 

(3) 小売業、飲食サービス業及びコミュニティビジネス等顧客の利便若しくは顧客の誘引に資

する施設として利活用される事業であること。 

(4) 営業時間は、正午までに開店し、かつ、午後６時以降に閉店するものであって、週５日以

上営業し、通年営業するものであること。 

(5) 直近３ヶ年分の市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞

納していないこと。 

(6) 法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ、現に

それが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申

請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること。 

(7) 補助金の交付が終了した後も２年以上の継続的な営業が見込まれるものであること。 

(8) 空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街活動及び

中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。 

(9) 原則として、中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地区域外から出店するものであ

ること（裏面参照）。 
◆申請について 

１ 申請方法 
補助金の交付を申請する際は、申請書（別記第 1 号様式）のほか必要書類を添えて、まち
づくり文化推進室(市庁別館６階)に提出してください。 

２ 添付書類 

(1) 定款、規約、会則等の写し 

(2) 役員名簿及び構成員名簿 

(3) 事業計画書（別記第２号様式） 

(4) 収支予算（精算）書（別記第３号様式） 

(5) 見積書又は設計書、位置図、各種図面等 ※写し可 

(6) 許認可等証書若しくはその申請書類の写し 

(7) 申請前3ヶ月以内に取得した住民票（法人にあっては、登記事項証明書） 

(8) 上記６(5)に規定する税に係る納税証明書（本社機能を有する事業所の所在地が市外の場

合にあっては、当該事業所の存する所在地の納税証明書）又は当市の市税の納付状況を公

簿等により確認することに同意する文書（別記第４号様式） 

(9) 直近 2ヶ年分の法人等の経営状況を示す書類（貸借対照表、損益計算書等） 

(10)  その他市長が必要と認める書類 
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◆補助の要件 6(9)に定める区域           ◆補助の要件 1(1)に定める道路（網掛け部分） 

 

 

○詳細については図面により確認いたしますので、 
お問い合わせください。 

 
◆補助金交付スケジュール 
 

受付開始 ・９月 1 日（水） 8:15 
  
募集締切 ・10 月 29 日（金）17:15 
 
審  査 ・11 月上旬に審査委員会が審査します。 
   
交付決定  ・審査委員会の審査結果に基づき、対象事業を 

決定します。 
賃貸借契約・交付決定日から 2ヶ月を経過する日又は 3月 1

日のいずれか早い日までに賃貸借契約を締結
してください。 

     ・賃貸借契約後、速やかに写しを提出してくだ 
さい。 

工事着手 ・速やかに工事に着手してください。 
 
実績報告 ・事業完了の日から 30 日以内又は平成 23 年 3

月 31 日のいずれか早い日までに提出してくだ
さい。 

確  定 ・実績報告書等の書類、現地確認等を実施し、
適正に実施していると認められた場合、確定し
ます。 

営業の開始・平成 23 年 3 月 31 日までに営業を開始してく
ださい。 

 
補助金交付・営業を開始した日から 10 日後に営業が継続し

ていることを確認した後、請求書を提出してい
だだき口座振込となります。 

※1各種様式は市ホームページからダウンロードできるほか、まちづくり文化推進室にて配付しております。 

※2建築基準法、消防法による届出が必要な場合がありますのでご留意ください。（問：建築指導課℡43-9438、 

消防本部予防課℡44-2133 八戸消防署℡44-0076） 

ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。 

(1)次に該当する場合は補助金を交付できません。 

・補助の要件６(5)に掲げる税を滞納している方 

・政治的又は宗教的な活動を目的とするもの 

・公序良俗に反するもの 

・当補助金以外に市から補助金等の交付を受けて 

いるもの 

(2)次に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、

また、既に補助金が交付されている場合は補助金

の返還を請求する場合があります。 

・偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を

受けた場合 

・空き店舗・空き床解消事業により営業を開始した

店舗等の営業期間が 2年未満となった場合 

(3)補助金の交付を受けた事業者は、毎年１回中心商

店街空き店舗・空き床解消事業に係る現況届（別

記 11 号様式）を提出していただきます。（２年間）

補助金の交付の決定に際し、審査委員会を設置し 

審査を行います。 

 

主な審査項目 

（波及性、個店の戦略性、事業の収支性・継続性、

市場性・参入準備、話題性・独自性、経営者（企

業）の資質、協調性・適応性） 

◆注意事項 

◆審査 

［問合先］まちづくり文化観光部まちづくり文化推進室（市庁別館６階） 

 電話：0178-43-9426 

       FAX：0178-41-2302  

E-mail：machi@city.hachinohe.aomori.jp   


